
（参考２） 連結納税の承認申請等に関する経過措置(法人税法第4条の3、改正法附則第3条関係）

     　　　　　

承認があったも
のとみなされる日

経過措置 本則(注2） 経過措置

区分 開始の日 終了の日 中間決算日

連結納税制度を適
用する最初の事業
年度終了の日の６
月前の日

連結納税制度を適
用する最初の事業
年度開始の日の６
月前の日

連結納税制度を適
用する最初の事業
年度終了の日

(注1）
（Ｈ14.12.31後とな

る場合には、同日）
（Ｈ15.6.30後となる
場合には、同日）

H14.4.1 ～ H15.3.31 H14.9.30 H14.9.30 (H13.9.30) H15.3.31

H14.5.1 ～ H15.4.30 H14.10.31 H14.10.31 (H13.10.31) H15.4.30

H14.6.1 ～ H15.5.31 H14.11.30 H14.11.30 (H13.11.30) H15.5.31

H14.7.1 ～ H15.6.30 H14.12.31 H14.12.31 (H13.12.31) H15.6.30

Ａ H14.8.1 ～ H15.7.31 H15.1.31 H14.12.31 (H14.1.31) H15.6.30

H14.9.1 ～ H15.8.31 H15.2.28 H14.12.31 (H14.2.28) H15.6.30

H14.10.1 ～ H15.9.30 H15.3.31 H14.12.31 (H14.3.31) H15.6.30

H14.11.1 ～ H15.10.31 H15.4.30 H14.12.31 (H14.4.30) H15.6.30

H14.12.1 ～ H15.11.30 H15.5.31 H14.12.31 (H14.5.31) H15.6.30

H15.1.1 ～ H15.12.31 H15.6.30 H14.12.31 (H14.6.30) H15.6.30

H15.2.1 ～ H16.1.31 H15.7.31 H14.12.31 (H14.7.31) H15.6.30

Ｂ H15.3.1 ～ H16.2.29 H15.8.31 H14.12.31 H14.8.31 H15.6.30

H15.4.1 ～ H16.3.31 H15.9.30 H14.12.31 H14.9.30 H15.6.30

H15.5.1 ～ H16.4.30 H15.10.31 H14.12.31 H14.10.31 H15.6.30

H15.6.1 ～ H16.5.31 H15.11.30 H14.12.31 H14.11.30 H15.6.30

(注1） 区分Aにおいては、中間決算日以前に承認があったものとみなされる日が到来しておらず、区分Bにおいては、

中間決算日以前に承認があったものとみなされる日が到来している。

(注2) 本則欄の(　　）表示は、連結納税制度に係る法人税法の施行日前を示す。

承認申請期限
　　　　　連結納税制度を適用する最初の事業年度

(財)財務会計基準機構の許可なく複写・転載等を禁じます。


